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第１ 審査会の結論

群馬県知事が行った決定は妥当ではなく、土地の所有者の住所を開示すべきであ

る。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

審査請求人（以下「請求人」という。）は、群馬県情報公開条例（平成１２年群

馬県条例第８３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、群馬県知事

（以下「実施機関」という。）に対し、平成３０年３月１２日付けで、「群馬県●●

●●

地番 ●●番●●、地目 公衆用道路、地積 ●●㎡

以上、昭和●●年●●月●●日地目変更に関する代位申告者群馬県知事の申告書類

一式」の公文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件請求に係る公文書について、県内の特定の地番にかかる「土地

分筆申告書」、「土地第二種地成申告書」及び「潰地丈量図」であると特定し（以下、

「本件公文書」という。）、平成３０年３月２６日付けで、公文書部分開示決定（以

下「本件処分」という。）を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を次のとお

り付して、請求人に通知した。

（部分開示の理由）

条例第１４条第２号該当

代位原因、個人の住所

３ 審査請求

請求人は、実施機関に対して、本件処分を不服として平成３０年４月２７日付け

で審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。

４ 弁明書の送付

実施機関は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第３項において

読み替えて適用する同法第２９条第２項の規定に基づき平成３０年６月２２日付

けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。

５ 反論書の提出

請求人は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第３

０条第１項の規定に基づき、平成３０年９月８日付けで反論書を作成し、実施機

関に提出した。

６ 諮問

実施機関は、条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下「審
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査会」という。）に対して、平成３０年１２月６日、本件審査請求事案（以下「本

件事案」という。）の諮問を行った。

７ 意見書の提出

請求人は、条例第３２条の規定に基づき、平成３０年１２月１４日付け意見書

を作成し、審査会に提出した。

第３ 争点（本件公文書の公文書部分開示決定について）

非開示とした情報が、条例第１４条第２号の非開示理由に該当するかどうか。

第４ 争点に対する当事者の主張

１ 請求人の主張要旨

（１）審査請求書における主張

開示しない部分の概要及びその理由を取り消すとの裁決を求める。理由は、以

下のとおりである。

ア 非開示部分のうち、代位原因は、条例第１４条２号の「特定の個人を識別で

きることができるもの」に該当しない。

イ かつて土地を所有していた特定個人の住所は、土地の贈与を受け現在所有者

たる請求人の財産を保護するという点から、条例第１４条２号ロの「人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる

情報」に該当する。

（２）反論書における主張

ア 他の自治体において、同一の地番に関する同内容の公文書が開示されている。

さらに当時の道路改良工事において、県に収用された別の土地所有者の代位申

告書が開示されている。よって、県の非開示とする理由は、法の精神を遵守し

ていないもので条例第１４条第２号に該当しない。

イ 電子処理される以前の不動産登記簿において、本件開示請求に係る特定地番

の分筆前の地番で所有者の住所が確認できる。また、前述と同様に他の自治

体で開示されている。よって、条例第１４条第２号ただし書きイに該当し、

非開示とすることは不当である。

ウ 歴史的には、現所有者たる請求人の財産であり、虚偽文書との疑念を払拭で

きない点から、より透明に事実経過を明らかにするべきであり、公文書開示

の意義はここにあるといえる。

（３）意見書における主張

ア 代位申告書の代位原因の日付は土木部長が寄付の受け入れの承認を通知した

日ということのようであるが、土地所有者である特定個人の意思がないにも係

わらず、あったかのように形式を整えたにすぎない。土地寄付承諾書は公文書

偽造の疑いがある。

イ 寄付の部分の非開示は、寄付承諾書の虚偽に触れられたくないこと、そして

工事は全体として寄付と売買により土地の収用をしていることから、特定個人
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の土地の売買に至らなかった用水路（側溝）部分は民有地にくい込んで今日ま

で不当利用している。この点に触れられたくないとの防衛策である。

ウ 所有者の住所が寄付承諾書の住所と相違している。寄付承諾書の作成以前に

上記住所に転居している。

エ 周辺土地の他の所有者の代位申告書が開示されている。

オ 虚偽文書の疑いがある土地寄付承諾書の存在は、当時の県行政が性急かつ強

引に進めた道路工事であり住民無視の最たる事例であることを物語る。これ

により今日の紛争が生じている。

２ 実施機関の主張要旨

（１）文書の特定について

実施機関は、本件請求に係る公文書を、特定日（登記の日付）における地目変

更に関する「土地分筆申告書」、「土地第二種地成申告書」及び「潰地丈量図」

と特定し、その一部を非開示とした。

（２）群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について

ア 公文書の開示については、条例第１３条は、「次条に規定する場合を除き、

開示請求人に対し、当該公文書を開示しなければならない。」と定めている。

一方、条例第１４条では、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されてい

る場合は、当該公文書を開示してはならない旨規定されている。

イ 非開示情報として条例第１４条第２号は、個人の権利利益の十分な保護を図

るため、個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報は、原則とし

て非開示と規定している。当該情報には、単独では特定の個人を識別すること

はできないが、他の情報と照合することにより識別可能となるものも含まれる。

照合の対象となる「他の情報」としては、公知（周知）の情報や図書館などの

公共施設で一般に入手可能なものなど、一般人が通常入手し得る情報が含まれ

る。さらに、何人も開示請求できることから、仮に当該個人の近親者、地域住

民等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれ

ると解する。

ウ また、条例第１４条第２号ただし書イからロにおいては、法令等の規定によ

り公にすることが予定されている情報、人の生命、健康、生活又は財産を保護

するため、公にすることが必要であると認められる情報、あるいは、当該個人

が公務員である場合において、当該公務員個人の権利利益を不当に侵害するお

それがある場合を除いて、個人に関する情報としては非開示とはしないことと

している。

（３）公文書を開示しない理由

ア 非開示部分について

今回、非開示としたのは、本件公文書のうち、「土地分筆申告書」及び「土

地第二種地成申告書」に記載された、「代位原因」及び、土地の所有者の「住

所」である。

イ 条例第１４条第２号該当性について
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（ア）代位原因

請求人は、「代位原因は、群馬県情報公開条例第１４条第２号特定の個人

を識別することができるもの、に該当しない」としているが、以下の理由に

より条例第１４条第２号に該当するため、非開示とされるべきと考える。

ａ 本件対象文書である「土地分筆申告書」及び「土地第二種地成申告書」

には、県が本件請求文書にかかる特定地番の土地に関して、所有者に代位

して土地分筆や土地第二種地成に関する申告を行った際の代位原因が記載

されている。これは、県と土地の所有者との間で、代位申告が行われる前

提として、その原因となりうる法律行為等が行われた内容を示す情報で、

条例第１４条第２号本文に規定する個人に関する情報であって、特定の個

人を識別することができるものに該当すると認められる。

ｂ また、条例第１４条第２号ただし書について検討すると、代位原因は、

本件請求文書にかかる特定地番の不動産登記簿では記載を確認することは

できず、その他、公にされている特段の事情も認められないため、法令の

規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報とはいえず、同号ただし書イに該当するとは認められない。また、同

号ただし書ロ及びハに該当すると認められる理由もないため、非開示とし

たことは妥当であると考える。

（イ）個人の住所

請求人は、「個人の住所は、土地の贈与を受け現在所有者たる請求人の財

産を保護するという点から条例第１４条第２号ロに該当する」としているが、

以下の理由により条例第１４条第２号に該当するため、非開示とされるべき

と考える。

ａ 本件対象文書である「土地分筆申告書」及び「土地第二種地成申告書」

には、本件請求文書にかかる特定地番の土地の所有者の住所が記載されて

いる。住所は条例第１４条第２号本文に規定する個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。

ｂ 条例第１４条第２号ただし書イについて検討すると、本件請求文書にか

かる特定地番の土地についての不動産登記簿を確認したところ、本件対象

文書と同じ所有者の名前を確認することができ、所有者の住所も不動産登

記簿に記載されていることが確認できたが、本件対象文書に記載されてい

る住所とは異なっていた。その他、公にされている特段の事情も認められ

ないため、本件対象文書に記載された土地の所有者の住所は、法令の規定

により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

とはいえず、同号ただし書イに該当するとは認められない。

ｃ 条例第１４条第２号ただし書ロについて検討すると、条例は、１４条第

２号において、個人に関する情報を原則として非開示とすることを定めた

上で、ただし書ロにおいて、例外的な場合に限って個人情報を開示する趣

旨であると解される。

つまり、同号ただし書ロの規定は、当該情報を公にすることにより保護
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される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことによる個人の権

利利益を比較衡量し、前者の利益が後者のそれを上回るときにこれを開示

すると考えるのが相当である。

本件において、土地所有者の住所を公にすることが請求人の生命、健康、

生活又は財産の保護につながるとは通常考え難く、また、請求人から土地

所有者の住所を公にすることが請求人の財産の保護につながることの具体

的な因果関係についての説明はなく、個人情報を公にすることの意義が不

明である。

このようなことから、非開示部分に記載された情報を公にすることによ

り保護される請求人の財産上の利益と、当該情報を公にしないことによる

個人の権利利益とを比較衡量した場合に、前者の利益が不明である以上、

前者の利益が後者のそれを上回るとは認められない。

したがって、非開示部分は、条例第１４条第２号ただし書ロの人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認めら

れる情報に該当せず、請求人の主張は当たらないと考える。

ｄ また、請求人は、「土地の贈与を受け現在所有者たる」請求人の個別の

事情を考慮して開示を行うよう求めている趣旨にも受け取れる。

条例は、何人に対しても、請求の目的の如何を問わずに開示請求を認め

ていることから、開示・非開示の判断に当たっては、本人からの自己情報

についての開示請求である場合も含め、開示請求人が誰であるかは考慮さ

れないものである。このことは、個人に関する情報については条例第１４

条第２号ただし書イからハまでに該当するものを除き、これを非開示とす

るのみで、本人からの開示請求のあった場合については特段の規定を設け

ていないことからも明らかである。

公文書開示制度は、上記のとおり、何人に対しても等しく情報の開示を

行うことで説明責任を果たすことを目的とする制度であり、自己に関する

情報の開示を請求する権利を認めることで、個人の権利利益の保護を目的

としている個人情報保護制度とは性格を異にするものである。

したがって、条例に基づく公文書開示請求においては、開示請求人が本

人であるか、又は開示請求人が開示請求に係る公文書に記録されている情

報について利害関係を有しているかどうかなどの個別的な事情は、非開示

情報の判断に影響しないものである。

ｅ 以上から、本件対象文書に記載された個人の住所に関する情報は、条例

第１４条第２号に該当するとともに、同号ただし書イ及びロには該当しな

いと認められる。また、同号ただし書ハに該当すると認められる理由もな

いため、非開示としたことは妥当であると考える。

第５ 審査会の判断

１ 本件審査請求について

本件公文書は、県内の特定地番の土地を特定年月日に県が代位申告者として地目
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変更を行った際の申告書類一式である。

実施機関は、これを本件公文書として特定し、その一部を条例第１４条第２号に

該当するとして非開示とする処分を行った。これに対し請求人は、文書の一部を非

開示とした処分を取り消して開示することを求めているが、実施機関は、原処分が

妥当であるとしている。

このため、以下、本件公文書を見分した結果を踏まえ、非開示部分の非開示情報

該当性を判断する。

２ 本件非開示部分の非開示情報該当性について

本件公文書である「土地分筆申告書」及び「土地第二種地成申告書」には、本件

請求にかかる特定地番の土地の所有者の住所、氏名及び代位原因が記載されている。

これらは一体として、条例第１４条第２号本文に規定する個人に関する情報であっ

て、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。

以下、更に条例第１４条ただし書への該当を各非開示部分ごとに判断する。

（１）代位原因について

実施機関によれば、代位原因は、本件請求文書にかかる特定地番の不動産登記

簿では記載を確認することはできないとのことであり、そのとおりの状況が認め

られる。これに対し、請求人は、他の自治体に公文書開示請求をした際に、本件

公文書と同一の土地分筆申告書の全てが開示されたので、実施機関においても開

示するべきであると主張している。

確かに、請求人が反論書に添付している書類によれば、他の自治体において、

土地分筆申告書が開示されていることが認められる。しかし、仮に他の地方公共

団体が個々の開示請求に対し独自の判断に基づき開示した文書に当該情報が記載

されていたとしても、特定の一自治体において公文書が開示されたことのみをも

って直ちに、当該情報が法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報に該当するとは認め難く、条例第１４条第２号ただ

し書イに該当するとはいえない。

また、他に同号ただし書ロ及びハに該当すると認められる特段の事情も認めら

れないため、非開示としたことは妥当である。

（２）個人の住所について

実施機関は、本件公文書に記載された土地の所有者の住所は、不動産登記簿に

記載されておらず、公にされていないと判断してこれを非開示とした。これに対

し、請求人は不動産登記簿により公にされている事情があるとしている。

請求人が反論書に添付した本件請求に係る特定地番が分筆される前の地番の不

動産登記簿には、非開示とされた土地の所有者の住所と同じ住所が記載されてい

ることが認められる（一部、地番の記載が異なっているが書き間違いであると判

断され、全体として同一の住所と認めるのが相当である。）。

よって、土地の所有者の住所については、法令の規定により公にされている事

情が認められるため、条例第１４条第２号ただし書イに該当し、開示するべきで

ある。
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（３）本件処分の妥当性について

以上のことから、本件公文書について、その一部を条例第１４条第２号に該当

するとして非開示とした決定については、土地の所有者の住所については開示

するべきであるが、その余の部分については、なお非開示とすることが妥当で

あると判断した。

３ 結論

以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

なお、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第６ 審査の経過

当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成３０年１２月 ６日 諮問

平成３１年 ２月１３日 審議（本件事案の概要説明）
（第７４回 第二部会）

平成３１年 ３月１２日 審議
（第７５回 第二部会）

平成３１年 ３月２７日 答申


